
高知県立青少年センターの設置及び管理に関する条例施行規則の
一部改正に関する意見公募の結果について

意見募集期間：平成２５年８月１日(木)から８月３０日(金)まで
意見数：１名１件
	ご意見の概要
	ご意見に対する考え方

	　遵守事項「青少年センターにおいて喫煙しないこと」を削除することは、時代に逆行した対応であり、未成年者への教育的配慮として具体的な対応が必要である。
	　他の青少年教育施設との整合性を考え、遵守事項「青少年センターにおいて喫煙しないこと」を削除し、指定喫煙場所を設けることにより分煙をしようとしていたものですが、青少年への影響を考慮し、削除ではなく、「所定の場所以外で喫煙しないこと」を規則で明確に規定するように改めます。





